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毎月勤労統計調査の表章産業の変更について 
 
 
１ 改訂後の日本標準産業分類に基づく集計について 
   毎月勤労統計調査地方調査においては、平成２２年１月分から、平成１９年１１月

改訂の日本標準産業分類（以下「新産業分類」という。）に基づく集計結果を公表する

こととした。 
本調査における表章産業は別表のとおりである。なお、地方調査において、調査対

象事業所が少ない産業については個別の表章はしていないものもあるが、調査産業計

には含めて表章している。 
 
 ２ 平成２１年以前の結果との接続について 

実数・指数ともに、旧産業分類に基づいて表章している平成２１年以前の結果との

接続については、平成１８年事業所・企業統計調査から把握される常用労働者数の新・

旧間の変動を基準として、その変動が３％以内に収まる対応（別表の「旧産業との接

続」が◎、○、△、▲である対応）を単純に接続させている。 
なお、旧産業分類と接続しない産業（別表の「旧産業との接続」が×である産業）

については、指数は基準時（現在は平成１７年）を変更するまでの間作成しないが、

増減率は実数を基に平成２３年１月分から作成する。 
 
 ３ 平成２２年１月分結果の旧産業分類に基づく集計について 
   時系列比較の便を図るため、平成２２年１月分結果について、参考値として旧産業

分類に基づく集計を行い、その結果を統計課ホームページに掲載している。 








